
平成２７年度地方税制改正（税負担軽減措置等）要望事項 

（ 新 設 ・ 拡 充 ・ 延 長 ・ その他 ） 

No １８ 府 省 庁 名  内閣府             

対象税目 個人住民税  法人住民税  事業税  不動産取得税  固定資産税  事業所税  その他（       ） 

要望 

項目名 
緊急物資等の輸送確保に向けた港湾における民有護岸等の耐震改修促進のための課税標準の特例措置の創設 

 

要望内容 

（概要） 

 

 

 

 

 

・特例措置の対象（支援措置を必要とする制度の概要） 

 民間事業者が港湾法第５５条の８に基づく無利子貸付を受けて平成３０年３月３１日までに耐震改修を行

った特別特定技術基準対象施設（特定技術基準対象施設のうち、非常災害により損壊した場合において、大

量の土砂その他の物件を水域施設に流入させることにより、長期間にわたり船舶の交通に特に著しい支障を

及ぼすおそれのある港湾施設（護岸、岸壁及び物揚場））であって、南海トラフ地震防災対策推進地域、首都

直下地震緊急対策区域又は日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域に存するもの 

・特例措置の内容 

取得後５年間、固定資産税の課税標準を１／２とする 

 

関係条文 

 

 

減収 

見込額 

［初年度］     ０（  －  ）  ［平年度］  ▲１２２（  －  ） 

［改正増減収額］  －                           （単位：百万円） 

 

要望理由 

（１）政策目的 

 大規模地震等により損壊し、土砂を流出させ航路を閉塞させるおそれのある施設につき、耐震改修を促進

することで、非常災害時においても耐震強化岸壁や石油製品の入出荷施設に至る航路の機能を維持し、緊急

物資輸送や燃油供給を確保することを目的とする。 

（２）施策の必要性 

大規模地震が発生し、航路沿いの護岸等が損壊し、土砂が航路に流出した場合、緊急物資等を輸送する船

舶の交通に長期間にわたり著しい支障を及ぼすおそれがある。そこで、民間事業者が所有する施設の適切な

維持管理を促進するため、平成２５年に港湾法が改正され、港湾管理者が民間事業者の所有する特定技術基

準対象施設（技術基準対象施設であって、非常災害により損壊した場合において、船舶の交通に支障を及ぼ

すおそれのあるもの）に対して報告徴収や立入検査を行うことができる制度が創設された。 

しかし、耐震改修には多額の費用を要することから、民間事業者による耐震改修を促進するため、平成２

６年度税制改正において、特定技術基準対象施設の耐震改修を促進するための法人税の特例措置が創設され

るとともに、平成２６年に第１８６回国会において港湾法が改正され、特別特定技術基準対象施設の改良に

係る無利子貸付制度が創設されたところである。 

一方、平成２５年１２月に「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」及び「首都

直下地震対策特別措置法」が施行され、平成２６年３月にはこれらの法律に基づく基本計画の策定及び対策

を講じるべき地域の指定がなされたほか、平成２６年４月に発表された文部科学省地震調査研究推進本部に

よる地震発生可能性の長期評価では、南海トラフ地域におけるＭ８～９クラスの地震及び南関東におけるＭ

７程度の地震の３０年以内の発生確率はともに７０％程度、宮城県沖におけるＭ７クラスの地震の発生確率

は６０％程度とされるなど、今後想定される南海トラフ地震、首都直下地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝

型地震等について対策を講じる緊急性が高まっている。 

そこで、こうした地域の港湾に存する特別特定技術基準対象施設については、より対応を加速させていく

ことが必要であることから、当該無利子貸付の適用を受けた施設に対する地方税の特例措置を創設すること

により、民間事業者による耐震改修を更に促進していく必要がある。 

本要望に 

対応する 

縮減案 

－ 
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合
理
性 

政策体系におけ

る政策目的の位

置付け 

政策目標 １1．防災政策の推進 
施策目標 ⑤  地震対策等の推進 

○「国土強靱化政策大綱」（平成２５年１２月１７日国土強靱化推進本部決定）において、「強靱なサプ

ライチェーンを構築するために、コンビナート港湾施設の耐震強化等を推進する。」との記載有り。 

○「南海トラフ地震防災対策推進基本計画」（平成２６年３月２８日中央防災会議決定）において、「港

湾管理者等は、・・・岸壁、臨港交通施設等の耐震改修等を促進する」との記載有り。 

○「首都直下地震緊急対策推進基本計画」（平成２６年３月２８日閣議決定）において、「国及び港湾

管理者は、緊急物資等の海上輸送基盤としての役割を担う岸壁や航路沿いの護岸等の耐震化を

図る」との記載有り。 

○「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画」（平成１８年３月３１日中央防災会

議決定）において、「国、地方公共団体、関係事業者は、・・・港湾・漁港の耐震性の強化を進める」

との記載有り。 

政策の 

達成目標 

耐震強化岸壁や石油製品の入出荷施設に至る航路沿いの民有護岸等の耐震改修を促進する。 

 

税負担軽減措

置等の適用又

は延長期間 

平成３０年３月３１日まで 

同上の期間中

の達成目標 

平成２６年度中に港湾管理者が民間事業者に対して行う報告徴収に基づき、特に耐震性の不足

する施設を把握した上で、来年度以降５年間で上記施設の耐震化を完了する。 

政策目標の 

達成状況 

－ 

有

効

性 

要望の措置の 

適用見込み 

特例措置の適用対象となる護岸等 約６０施設 

要望の措置の 

効果見込み 

（手段としての

有効性） 

本特例措置により、無利子貸付制度及び法人税の特例措置と併せて、港湾施設の耐震改修に係

る費用負担が軽減されることから、特に耐震強化岸壁や石油製品の入出荷施設に至る重要な航

路沿いの施設について、民間事業者による耐震改修が促進される。 

相

当

性 

当該要望項目 

以外の税制上の

支援措置 

港湾の民有護岸等（特定技術基準対象施設）の耐震化の推進のための法人税の特例措置 

 

予算上の措置等

の要求内容 

及び金額 

特別特定技術基準対象施設の改良に係る無利子貸付制度（平成２７年度概算要求額：７，０３

５百万円の内数） 

 

 

上記の予算上

の措置等と 

要望項目との

関係 

本特例措置は上記の無利子貸付を受ける者に対して適用されるものであり、両制度が一体とな

って特別特定技術基準対象施設の耐震改修の促進に寄与するものである。 

要望の措置の 

妥当性 

本税制特例措置は、施設の保有コストを低減することで、民間事業者による施設の耐震改修の

インセンティブを与えるものであり、非常災害時の船舶の交通を図るために必要不可欠である。 
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税負担軽減措置等の 

適用実績 

－ 

 

 

 

 

 

 

「地方税における

税負担軽減措置等

の適用状況等に関

する報告書」に 

おける適用実績 

－ 

税負担軽減措置等の適

用による効果（手段と

しての有効性） 

－ 

前回要望時の 

達成目標 

－ 

前回要望時からの 

達成度及び目標に 

達していない場合の理

由 

－ 

 

 

 

これまでの要望経緯 

－ 
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